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また、当該患者が転院前の保険医療機関において当該加算を算定した場合には、退院時

に、当該転院前の保険医療機関に対して当該患者に係る診療情報等を文書により提供する。 

(18) 「注５」に規定する点数は、「基本診療料の施設基準等」別表第６の２に掲げる地域に

所在する保険医療機関（特定機能病院、許可病床数が 400 床以上の病院、ＤＰＣ対象病院

及び一般病棟入院基本料に係る届出において急性期一般入院料１のみを届け出ている病

院を除く。）の一般病棟及び療養病棟等において、算定可能である。なお、「基本診療料

の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添２「入院基本料等の施

設基準等」第５の６の規定により看護配置の異なる病棟ごとに一般病棟入院基本料の届出

を行っている保険医療機関においては、一般病院入院基本料（急性期一般入院料１を除

く。）を算定する病棟で当該点数を算定できる。 

(19) 「注５」に規定する点数を算定する場合は、入退院支援を行う看護師及び社会福祉士が、

退院支援計画に基づき実施した支援内容を全て診療録に記載すること。 

(20) 「注７」に規定する入院時支援加算は、入院を予定している患者が入院生活や入院後に

どのような治療過程を経るのかをイメージでき、安心して入院医療が受け入れられるよう、

入院前の外来において、入院中に行われる治療の説明、入院生活に関するオリエンテーシ

ョン、入院前の服薬状況の確認、褥瘡・栄養スクリーニング等を実施し、支援することを

評価するものである。  

(21) 「注７」に規定する入院時支援加算を算定するに当たっては、入院の決まった患者に対

し、入院中の治療や入院生活に係る計画に備え、入院前に以下のアからク（イについては、

患者が要介護又は要支援状態の場合のみ）を実施し、その内容を踏まえ、入院中の看護や

栄養管理等に係る療養支援の計画を立て、患者及び入院予定先の病棟職員と共有した場合

に算定する。患者の病態等によりアからクについて全て実施できない場合は、実施した内

容の範囲で療養支援計画を立てても差し支えないが、この場合であっても、ア、イ及びク

（イについては、患者が要介護又は要支援状態の場合のみ）は必ず実施しなければならな

い。 

  ア 身体的・社会的・精神的背景を含めた患者情報の把握 

  イ 入院前に利用していた介護サービス又は福祉サービスの把握 

  ウ 褥瘡に関する危険因子の評価 

  エ 栄養状態の評価 

  オ 服薬中の薬剤の確認 

  カ 退院困難な要因の有無の評価 

キ 入院中に行われる治療・検査の説明 

  ク 入院生活の説明 

Ａ２４７ 認知症ケア加算 

(１) 認知症ケア加算は、認知症による行動・心理症状や意思疎通の困難さが見られ、身体疾

患の治療への影響が見込まれる患者に対し、病棟の看護師等や専門知識を有した多職種が

適切に対応することで、認知症症状の悪化を予防し、身体疾患の治療を円滑に受けられる

ことを目的とした評価である。 

(２) 認知症ケア加算の算定対象となる患者は、「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」

の活用について」（平成 18 年４月３日老発第 0403003 号）、「基本診療料の施設基準等


